釜石市浄化槽設置整備事業実績報告書添付書類チェックリスト
	
	添付書類
	提出者
	受取者

	１
	実績報告書
	-	

	２
	工事収支決算書
（軽微な変更※があった場合には変更見積書及び変更契約書の写しを添付）
	-	

	３
	浄化槽維持管理契約書の写し
（保守点検業者と清掃業者が異なる場合にはそれぞれの契約書の写し）
	-	

	４
	工事費用請求書及び領収書の写し
（領収書の写しは、取り交わし時期に応じて別途提出としても良い）
	-	

	５
	浄化槽法定検査申込書の写し
	-	

	６
	現場写真
（着工前、浄化槽整備士(正面・標識)、基礎工事(栗石・捨てコン)、取付工事(水張り・水平)、完成(嵩上げ・バルブ)、便槽撤去及び宅内配管工事の施工状況（該当する場合））
	-	

	７
	浄化槽維持管理計画書の写し
	-	

	８
	浄化槽設置チェックリスト
（浄化槽設備士が設置について確認した書類）
	-	

	９
	その他（添付書類名を記載）
例：竣工図、便槽撤去ができない理由書(該当する場合)、等
	-	











※「軽微な変更」について

〇釜石市補助金交付要領（平成19年6月21日 告示第79号）より抜粋
(変更の承認)
第5条　規則第6条第1項第1号の軽微な変更は、次の各号に掲げる場合以外の変更とする。
(1)　事業費又は事業量若しくは各経費の配分の20％以上の変更をする場合
(2)　事業の種別、目的、施行場所その他交付の決定に影響を及ぼす変更をする場合

「軽微な変更」以外は下記による

〇釜石市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱（令和5年3月31日 釜石市告示第35号の17）より抜粋
(変更承認申請)
第8条　補助事業者は、規則第6条第1項に規定する変更が生じた場合、その変更内容に基づく契約が締結された日から10日以内に要領第5条第2項に基づき釜石市浄化槽設置整備事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

